
　　　　　　　主　　　文
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人が，控訴人の平成９年分の所得税について，平成１０年５月１３日付
でした更正及び過少申告加算税の賦課決定をいずれも取り消す。
３　訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
主文同旨
２　被控訴人
控訴棄却
第２　事案の概要
１　本件は，原判決別紙１記載の旧建物（旧建物）を取り壊して新たに同別紙記載
の本件建物（本件建物）を建築した控訴人が，平成９年分の所得税について，旧建
物の取壊しと本件建物の建築（合わせて「本件建築」という。）が租税特別措置法
（平成１０年法律第２３号による改正前のもの。措置法）４１条に定める「改築」
に当たり，同条が定める住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除（本件特別
控除）の適用があるものと考え，その適用を前提に納付すべき税額を計算して確定
申告をしたところ，被控訴人から，更正処分（本件更正処分）及び過少申告加算税
の賦課決定（本件賦課決定）を受けたため，その取消を求めた事案である。（本件
更正処分と本件賦課決定を合わせて「本件各処分」という。）
　原判決は，本件建築は措置法４１条に定める「改築」に当たらないとして，控訴
人の請求を棄却したので，これに対して控訴人が不服を申し立てたものである。
２　以上のほかの事案の概要は，次のとおり付加するほか，原判決の該当欄記載の
とおりであるから，これを引用する。
（控訴人の当審における主張）
（１）原判決は，措置法４１条に定める「改築」は，建築基準法における「改築」
と同一の意義に解すべきであるとしたが，これは誤りである。
　税法以外の法領域で用いられている用語ないし概念が税法にそのまま用いられて
いる場合に，これを借用概念であるとして，同一の意義に解するのは，その税法以
外の法領域で用いられている用語ないし概念が他の法領域においても普遍性を持つ
ことが前提とされなければならない。
　建築基準法において「改築」は，「建築物の全部若しくは一部を除去し，又はこ
れらの部分が災害によって滅失した後，引き続いてこれと用途，規模，構造の著し
く異ならない建築物を造ることをいい，増築，大規模修繕に該当しないもの」と解
釈されている。しかし，世間一般では，「改築」とは，「建物の全部又は一部を建
て替えること」と解釈されていて，建築基準法の「改築
」は，普遍性を持たない一種特別の概念である。また，建築基準法の「改築」は，
借地借家法における「改築」の意義概念とも異なっている。
　したがって，措置法４１条に定める「改築」を，普遍性を持たない建築基準法の
「改築」によって解釈するのは不当である。
（２）　措置法４１条に定める「改築」を建築基準法における「改築」と同一の意
義に解すると，建て替えられた建物が元の建物と用途，規模，構造が著しく異なる
ときは「新築」に該当することになる。そして，租税特別措置法施行令（平成１１
年政令１２０号による改正前のもの。措置法施行令）２６条１項が「新築」の場合
には本件特別控除の適用要件として床面積が５０平方メートル以上２４０平方メー
トル以下という条件を規定しているため，用途，規模，構造について制限していな
い「増築」の場合と比べ，本件特別控除の適用について著しく不公平な結果を招来
する。
　措置法４１条に定める「改築」は，「建物の全部又は一部を建て替えること」と
解すべきである。
（３）　本件特別控除の適用要件に，「用途，規模，構造が著しく異ならない」な
どという比較要件を導入することは，法に規定されていない要件を解釈として追加
することであって，租税法律主義の観点からいって許されない。
（４）　租税特別措置法（平成１３年法律第７号による改正後のもの。改正措置
法）７０条の３第５項は，所定の要件を満たす個人が，平成１５年１２月３１日ま
でに，所定の親族から住宅増改築資金の贈与を受けた場合に，所定の条件の下に，
贈与税をいわゆる５分５乗方式により算定する旨を定めている。そして，同条６項



は，増改築等とは，当該居住者が所有している家屋につき行う増築，改築その他政
令で定める工事で，当該工事に要した費用の額が１０００万円以上のもの（これに
準ずる工事として政令で定める規模の工事を含む。），その他政令で定める要件を
満たすものをいう，と規定している。これを受けて，改正措置法の施行令４０条の
５第９項は，上記の政令で定める規模の工事として，床面積が５０平方メートル以
上増加するものと規定している。
　これは，改正措置法７０条の３が，増改築等は，もとの住宅とその規模・内容に
おいて本質的な変動が生じるものであることを前提としていることを意味する。
　また，措置法４１条にいう「増改築」と改正措置法７０条の３にいう「増改築」
とは同じ意味に解釈されな
ければならない。
　したがって，措置法４１条の「改築」について，もとの住宅とその規模内容にお
いて本質的な変動がないものに限るとする解釈は誤りである。
（５）　仮に，措置法４１条に定める「改築」を建築基準法における「改築」と同
一の意義に解したとしても，本件建築は「改築」に該当する。
　旧建物と本件建物は，用途が同一であり，床面積もほぼ同じであり，いずれも鉄
骨造である。したがって，旧建物と本件建物は用途，規模，構造において，著しく
異なるものではない。
（被控訴人の当審における主張）
（１）　建築基準法上の「改築」（同法２条１３号）とは，「建築物の全部若しく
は一部を除去し，またはこれらの部分が災害によって滅失した後，引き続いてこれ
と用途，規模，構造の著しく異ならない建築物を造ることをいい，増築，大規模修
繕等に該当しないものをいう」と解されている。措置法４１条１項，３項に規定す
る「改築」についても同義に解するのが相当である。
（２）　租税法の解釈にあたり，税法以外の法分野で用いられている法律用語が税
法の規定中に用いられている場合には，法的安定性の見地から，両者は同一の意味
内容を有するものと解すべきである。
　また，租税に関する法規は私法的な法秩序に規制された経済活動を前提として，
これとの調整の下にその独自の行政目的を達成することを基本的な建前として立法
されているから，租税に関する法規が，一般私法において使用されているのと同一
の用語を使用している場合には，特に租税に関する法規が明文をもって他の法規と
異なる意義をもって使用されていることを明らかにしている場合若しくは租税法規
の体系上，他の法規と異なる意義をもって使用されていることが明らかな場合，又
は，特に他の法規と異なる意義をもって使用されていると解すべき実質的な理由が
ない限り，一般私法上使用されている概念と同一の意義を有する概念として使用さ
れているものと解するのが相当である。
（３）　措置法施行令２６条１４項１号は，措置法４１条３項に規定する「政令で
定める工事」につき，「増築，改築，建築基準法第２条第１４号に規定する大規模
の修繕又は同条第１５号に規定する大規模の模様替」と規定し，その条文自体に建
築基準法を引用している。
　また，本件特別控除の適用を受ける場合の添付書類を定めた租税特別措置法施行
規則（平成１１年大蔵省令３５号による改正前のもの。措
置法施行規則）１８条の２１第１２項によれば，措置法施行令２６条１４項１号に
掲げる工事については，建築基準法６条３項の規定による確認の通知書の写し若し
くは同法７条３項の規定による検査済証の写し等を確定申告書に添付することが規
定されている。
　更に，住宅取得等特別控除の対象に一定の増改築等のための借入金等も加えられ
る旨の改正が行われた際の背景を解説した「国税庁・昭和６３年改正税法のすべ
て」における用語の解説部分においても，措置法の「改築」の意義は建築基準法上
のそれと一致している。
　これらの点と措置法が「改築」等の用語について独自の定義規定を設けていない
ことを考え併せると，措置法４１条に規定する「改築」とは建築基準法上のそれと
同一に解するのが相当である。
（４）　「新築」と「増改築等」で本件特別控除の適用要件に違いがあるのである
から，「新築」であるか「増改築等」の一つである「改築」であるかは，明確に区
別できなければならない。
　建築基準法における「新築」及び「改築」の用語の意味は，規模・内容において
著しく異ならない建築物を造るかどうかという基準によって明確に区別できる。



　また，納税者にとっても，課税庁にとっても，建築基準法上の確認通知書，検査
済証等により，「新築」であるか「改築」であるかが容易に判断できるのである。
　これに対して，「改築」を社会通念上の用法に従って解釈することになると，一
義的に「改築」に該当するかどうかを解釈することは不可能である。そして，税務
実務に大きな支障が生じ，かつ税負担の公平に反する結果をもたらすことになりか
ねない。
　これは，「改築」の意味が，広辞苑（岩波書店）によれば「建物の全部または一
部を建て替えること」とされているのに対し，日本語大辞典（講談社）によれば
「面積を増やさないで，建物の一部を改造すること」と，新明解国語辞典（三省
堂）では「手狭になった建物の一部を建て直すこと（広義では，全部にわたるもの
をも指す）」とそれぞれされており、更に日本語表記大辞典（三宝出版）では建築
基準法の解釈と同様の記述となっていることからみても明らかである。
（５）　本件特別控除は，住宅政策の一環として，持家取得の促進と良質な住宅ス
トックの形成を図るとともに，住宅投資の活発化を通じた景気刺激策として，所得
税額から一定額を控除する制度である。
　昭和４７年に本件特別控除が創設され
た際には，床面積が１２０平方メートル以下の「新築」のみが本件特別控除の適用
の対象とされていた。また，当時の租税特別措置法は，建築基準法６条第３項の規
定による通知書の写し等の添付がある場合にのみ適用すると規定していた（同法４
１条１項）。したがって，当時の「新築」の概念が建築基準法からの借用概念であ
ったことは疑いがない。
　昭和６３年には「増改築等」も本件特別控除の適用の対象とされた。その際床面
積要件の上限は設定されず，「新築」における床面積要件の上限も撤廃された。
　平成３年には，「新築」及び「増改築等」の双方に１２０平方メートル以下に限
るという床面積要件の上限が設定された。
　平成５年には，「増改築等」についてのみ上記床面積要件が撤廃された。
　このような経緯に照らすと，「増改築等」の概念も建築基準法からの借用概念で
あると解すべきであり，「改築」の場合は「新築」の場合と異なり，もとの住宅と
その規模内容において本質的な変動がないことを前提としていると解すべきであ
る。
　（６）旧建物と本件建物との間には，原判決別紙１記載のとおりの差異があり，
特に旧建物が２階建であるの対し，本件建物は３階建であるため，旧建物と本件建
物とは構造において著しく異なっている。したがって，本件建築は「改築」に該当
しないというべきである。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所は，控訴人の請求は理由があるものと判断する。その理由は，次のと
おりである。
２　事実の経過等
　次の事実経過等は，当事者間に争いがない。
（１）　控訴人は，静岡市α１１番に宅地（本件土地）を所有しており，同土地上
に鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建店舗兼居宅，床面積１階１６０．５１平方メート
ル，２階１４９．７５平方メートルの建物（旧建物）を所有し，居住していた。
　控訴人は，本件土地の一部が道路拡張のために買収され，旧建物をそのまま使用
できなくなったので，平成９年２月ころに旧建物を取り壊し，同年９月までに買収
後の本件土地の残地に鉄骨造アルミニューム板葺３階建店舗居宅，床面積１階１１
０．５６平方メートル，２階１０５．８８平方メートル，３階９９．７６平方メー
トルの建物（本件建物）を建築し，これを居住の用に供した。
（２）　控訴人は、平成１０年３月１３日，旧建物の取壊しと本件建物の建築（本
件建築）が措置法４１条にいう「改築」に該当するので本件特別控除の適用がある
こ
とを前提に納付すべき税額を計算して，平成９年分の所得税について確定申告をし
た。これに対し，被控訴人は，上記控除の適用がないものと判断して，同年５月１
３日付で本件各処分をした。
　控訴人は，同年７月１３日，本件各処分を不服として，被控訴人に対して異議申
立をしたが，被控訴人は，同年１０月１３日，この異議申立を棄却する旨の決定を
した。控訴人は，同年１１月９日，国税不服審判所長に対して審査請求をしたが，
同所長は平成１２年１月２７日付で前記審査請求を棄却する旨の裁決をした。
（３）　本件建築が措置法４１条にいう「改築」に該当しないとすれば，本件特別



控除の適用はなく，その場合には控訴人の総所得金額は１７８万７１９７円とな
り，納付すべき税額は５万６８００円となる。
３　「改築」の意義について
（１）　上記事実経過から明らかなように，本件の争点は，本件建築が措置法４１
条に定める「改築」に該当するか否かである。そして，その前提として，措置法４
１条に定める「改築」が建築基準法に定める「改築」と同義であるか否かが問題と
なる。
　法令において用いられた用語がいかなる意味を有するかを判断するにあたって
は，まず，法文自体から用語の意味が明確に解釈できるかどうかを検討することが
必要であり，法文から用語の意味を明確に解釈できない場合には，立法の目的及び
経緯，法を適用した結果の公平性，相当性等の実質的な事情を検討のうえ，用語の
意味を解釈するのが相当である。
（２）　措置法，措置法施行令及び措置法施行規則の法文上，措置法４１条に定め
る「改築」の意義が明確であるか否かについて検討する。
　被控訴人は，措置法施行令が，措置法４１条に規定する「政令で定める工事」は
「増築，改築，建築基準法第２条第１４号に規定する大規模の修繕又は同条第１５
号に規定する大規模の模様替」である旨を規定し，その条文自体に建築基準法を引
用していること及び措置法施行規則が，本件特別控除の適用を受ける場合の添付書
類として，建築基準法６条３項の規定による確認の通知書の写し若しくは同法７条
３項の規定による検査済証の写しを挙げていることからすれば，措置法４１条の
「改築」は，建築基準法の「改築」からの借用概念であり，これと同義に解すべき
であると主張する。しかし，措置法施行令中の建築基準法の引用は「大規模の修
繕」及び「大規模の模様替」についてのものであり，「改築
」について同法を引用しているわけではない。したがって，被控訴人指摘の引用が
されていることをもって，直ちに措置法４１条の「改築」が建築基準法の「改築」
と同義であると解釈することはできない。むしろ，措置法施行令が「大規模の修
繕」及び「大規模の模様替」について建築基準法を引用しながら，「改築」につい
て建築基準法を引用していないのは，「改築」については建築基準法と同義に解す
るものでないことを前提としているともいい得るのである。また，本件特別控除の
適用を受けるためには，納税者が床面積等において所定の条件を満たす建築をする
ことが必要なのである。したがって，措置法施行規則が本件特別控除の適用を受け
る場合の添付書類として建築基準法上の確認通知書及び検査済証を挙げていること
は，当該建築がこうした条件を満たしていることを確認するためであるとも考えら
れるのである。そうすると，これらの書類が添付書類とされていることをもって，
措置法４１条の「改築」が建築基準法の「改築」と同義であると断ずることもでき
ないといわなければならない。
　また，被控訴人は，税法以外の法分野で用いられている法律用語が税法の規定中
に用いられている場合には，法的安定性の見地から，両者は同一の意味内容を有し
ていると解すべきであり，租税に関する法規が，一般私法において使用されている
と同一の用語を使用している場合には，通常，一般私法上使用されている概念と同
一の意義を有する概念として使用されているものと解するのが相当であると主張す
る。しかし，「改築」という用語は，建築基準法にのみ使用されている用語ではな
く，たとえば借地借家法だおいても使用されている用語である。したがって，被控
訴人の主張を前提としても，措置法４１条の「改築」が建築基準法の「改築」と同
義であるという結論を導き出すことはできない。むしろ，被控訴人の主張するとこ
ろを前提とすると，措置法４１条の「改築」は，公法である建築基準法の「改築」
ではなく，一般私法の一つである借地借家法の「改築」と同義に解すべきであると
いうことになる。
　以上によれば，措置法，措置法施行令及び措置法施行規則の法文上，措置法４１
条に定める「改築」の意義が明確であるとはいい難く，少なくとも，措置法４１条
の「改築」が建築基準法の「改築」と同義であることが法文上明確であるといえな
いことは明らかである。
（３）　措置
法４１条の「改築」を建築基準法の「改築」と同義に解すべき実質的な理由がある
か否かについて検討する。
　建築基準法上の「改築」は，「建築物の全部若しくは一部を除去し，またはこれ
らの部分が災害によって滅失した後，引き続いてこれと用途，規模，構造の著しく
異ならない建築物を造ることをいい，増築，大規模修繕等に該当しないものをい



う」と解されている。これは，通常の言葉の意味における「改築」と比較して，
「改築」という言葉を限定された意味に解釈するものである。
　建築基準法は，国民の生命，健康，財産の保護や公共の福祉の増進を目的とする
法律であり（同法１条），その目的を達成するため，一般的に建築の際に建築確認
を必要としている（同法６条１項）。そして，その例外として，小規模な改築につ
いては建築確認が必要ないものとしている（同条２項）。これは，そのような改築
が，防火，安全，衛生等の面において，新たな危険性を生ぜしめるものではないか
らであると解される。小規模な改築であっても，用途，規模，構造等が異なる結
果，それが新たな危険性を生ぜしめるものであれば，建物の安全性その他の点につ
いて調査確認するために建築確認が必要となる。建築基準法上の「改築」が，前記
のように限定された意味に解釈されるのはそのためである。
　それでは，このように限定された建築基準法の「改築」の概念を，措置法が借用
し，用途，規模，構造が著しく異なるかどうかで「改築」かどうかを判断する実質
的な理由があるであろうか。
　まず，用途については，措置法は，当該建物の床面積の２分の１以上に相当する
部分が居住の用に供されるものであることを要件としているだけで，他の要件は定
めていない。これは，措置法が，建物の主たる用途が住宅であることだけを本件特
別控除適用の要件とし，他の部分の用途については問題としていないことを意味す
る。
　次に，規模については，措置法は，床面積の上限及び下限を規定しているだけ
で，従前の建物との関係については何ら規定していない。これは措置法が従前の建
物と建て替え後の建物の床面積の違いを問題にしていないことを意味する。
　また，構造についても，措置法は，従前の建物との関係については何らの規定も
設けていない。優良な住宅ストックの確保という措置法の目的からすると，建て替
え後の建物がより強固な構造である場合に，措置法上，新築であるとして，より不
利益な扱いを受けることは合理的ではない。
　このようにみてくると，用途，規模，構造が著しく異なるかどうかで，措置法の
適用の有無を区別する実質的な理由あるいは合理的な理由はなく，建築基準法の
「改築」の概念を借用する実質的な根拠はないといわなければならない。むしろ，
構造について先に検討したところからすると，建築基準法の概念を借用すること
は，優良な住宅ストックの確保という措置法の本来の目的に反する結果をもたらす
とさえいえるのである。
（４）　被控訴人は，本件特別控除は，その創設時においては「新築」のみを適用
の対象としており，その際「新築」が建築基準法からの借用概念であったから，後
に適用の対象とされた「改築」も建築基準法からの借用概念であると主張する。そ
して，本件特別控除の創設時において対象とされた「新築」が建築基準法からの借
用概念であった理由として，建築基準法上の通知書が本件特別控除適用のための添
付書類とされていたことを指摘する。しかし，建築基準法上の通知書等が添付書類
とされていることが措置法４１条の用語が建築基準法上の用語と同義である理由と
ならないことは前記のとおりである。そうすると，本件特別控除創設時において
「新築」が建築基準法からの借用概念であったとする根拠はないのであって，被控
訴人の主張はその前提を欠くものである。
（５）　以上に検討してきたところからすると，措置法４１条の「改築」が建築基
準法の「改築」と同義であることが法文上明確であるとはいえず，また，建築基準
法の「改築」の概念を措置法４１条が借用する実質的な理由もないということがで
きる。
　ところで，税法中に用いられた用語が法文上明確に定義されておらず，他の特定
の法律からの借用概念であるともいえない場合には，その用語は，特段の事情がな
い限り，言葉の通常の用法に従って解釈されるべきである。なぜなら，言葉の通常
の用法に反する解釈は，納税者が税法の適用の有無を判断して，正確な税務申告を
することを困難にさせる。そして，さらには，納税者に誤った税務申告をさせるこ
とになり，その結果，過少申告加算税を課せられるなどの不利益を納税者に課すこ
とになるからである。
　言葉の通常の意味からすると「改築」とは，「既存の建物の全部または一部を取
り壊して新たに建物を建てること」であり，「改築」と異なる概念としての「新
築」とは，「新たに建物を建てるこ
とで「改築」を含まないもの」であるということができる。
　この解釈が，持家取得の促進と良質な住宅ストックの形成を図るとともに，住宅



投資の活発化を通じた景気刺激策として，所得税額から一定額を控除するという本
件特別控除の趣旨・目的に反する結果をもたらすとは考え難い。
　被控訴人は，「改築」を社会通念上の用法に従って解釈することになると，一義
的に「改築」に該当するかどうかを解釈することが不可能になり，税務実務に大き
な支障が生じ，かつ税負担の公平に反する結果をもたらすことになりかねないと主
張する。確かに，既存の建物を取り壊した後，しばらく経ってから新しい建物を建
築した場合に，それが「改築」であるのか「新築」であるのかの判断が困難になる
ことは予想されるところである。そして，被控訴人のいう「改築」概念でもそのよ
うなことが起こりうる。しかし，それは社会通念上相当な期間を定めて「改築」か
「新築」かを区別し，統一的に運用すればよいことである。そして，他に「改築」
及び「新築」の意味を上記のように解釈した場合に，被控訴人主張のような問題が
生じるとは考えられない。
（６）　前記事実経過によれば，控訴人は，平成９年２月ころに本件土地上の旧建
物を取り壊し，同年９月までに本件土地の一部買収後の残地に本件建物を建築した
のである。そうすると，これが，「改築」すなわち「既存の建物の全部または一部
を取り壊して新たに建物を建てたこと」に該当することは明らかである。
４　結論
　以上によれば，本件建築が措置法４１条の「改築」に該当せず，本件特別控除の
適用がないことを前提とした本件各処分は，措置法４１条の解釈を誤ったものであ
って，取消を免れない。
　したがって，控訴人の本件請求は，理由があり，これを棄却した原判決は失当で
あるから，これを取り消して，控訴人の請求を認容すべきである。
　よって，主文のとおり判決する。
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